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様 式 Ｃ－１６〔作成上の注意〕 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．この間接経費交付決定額変更申請書は、変更前研究機関においては間接経費を譲渡したが、変更後研究

機関においては間接経費の譲渡ができない場合、又は変更前研究機関においては間接経費の譲渡ができな

かったが、変更後研究機関においては間接経費を譲渡する場合にＡ４判（縦長）・両面印刷で作成すること。 

  また、本様式の提出にあたっては、研究課題の交付申請書の写を一部添付すること。 
 

２．本様式は、交付決定後速やかに提出すること。また、間接経費を譲渡できなくなった場合や間接経費が

受入れ可能になった等の事情変更が生じた場合には速やかに提出すること。 
 

３．「研究代表者所属研究機関・部局・職・氏名」欄には、研究代表者の所属する研究機関名、部局名、職名

を省略せずに記入すること（部局のない研究機関の場合は、部局名は不要。）。 

  研究代表者の氏名は、記名押印又は署名により記入すること。なお、研究代表者の印は、印肉を使用し

て押印するものとする。 
 

４．「１．課題番号」欄には、交付決定通知書に記載の課題番号（８桁）を記入すること。 
 

５．「２．研究課題名」欄には、交付申請書に記載の研究課題名を記入すること。 
 

６．「３．交付決定額」欄には、交付決定通知書に記載の交付決定額を記入すること（過去に間接経費交付決

定額変更申請や調整金による次年度使用や前倒し使用を行うなど交付決定額を変更している場合には、変

更後の交付決定額を記入すること。）。なお、間接経費の交付を受けていない場合は、間接経費欄に「０」

を記入すること。 
 

７．「４.変更事由」欄は、「間接経費の返還」「間接経費の追加交付」について該当する事由を選択すること。 
 

８．「５.変更理由」欄は、「間接経費の返還」または、「間接経費の追加交付」を申請することになった理由

について選択し、「その他」を選択した場合にはその理由を記入すること。 

また、「研究代表者または研究分担者の所属研究機関変更」を選択する際に、「４．変更事由」が間接経

費の返還の場合には変更後の所属研究機関を記入し、「４．変更事由」が間接経費の追加交付の場合には、

変更前の所属研究機関を変更者ごとに記入すること。 
 

９．「６.変更状況」欄については、記入例を参照し、以下の点に気をつけて記入すること。 

  ○「間接経費の返還」を希望する場合は、事実発生時点の直接経費既受領額中の①使用済額、②未使用

額及び③未受領額、また、間接経費について④既受領額、⑤譲渡済額、⑥返還額及び⑧未受領額につ

いて記入すること。 

  ○「間接経費の追加交付」を希望する場合は、事実発生時点の直接経費既受領額中の①使用済額、②未

使用額及び③未受領額、また、間接経費について④既受領額、⑤譲渡済額、⑦追加交付申請額及び⑧

未受領額について記入すること。 
 

10．「７.変更交付申請額」欄については、以下のとおりとすること。 

○「交付決定額」欄には、「３．交付決定額」欄と同額を記入すること。 

  ○「変更額（既受領額）」欄は、「６．変更状況」欄の⑦の合計－⑥の合計と同額（間接経費の返還を伴

う場合の変更額は、「（－）マイナス」表示）とすること。 

  ○「変更額（未受領分）」欄には、配分額のうち未受領分がある場合のみ、「６．変更状況」欄の⑧未受

領（変更者のみ）に記入した額と同額（間接経費の返還を伴う場合の変更額は、「（－）マイナス」表

示）すること。 

  ○「変更交付申請額」欄には、直接経費については「交付決定額」欄と同額を、間接経費については「変

更額（既受領分）」と「変更額（未受領分）」の合計を記入すること。 

  なお、間接経費の額については、円未満を切り捨てた額について記入し、当該研究のために使用した利

子については記入しないこと。 

＜対応事業＞ 

新学術領域研究、基盤研究（S)、基盤研究（A)、若手研究（S）、研究活動スタート支援、  

特別研究員奨励費 ・・・・・・・・・・・・・  全研究課題 

基盤研究（B) 又は 若手研究（A） ・・・・・・・・・・・・・  平成 23 年度以前採択のみ 

基盤研究（C) 又は 若手研究（B） 又は 挑戦的萌芽研究・・・ 平成 22 年度以前採択のみ 




